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中国アンチダンピング税継続への対応に関するお知らせ 

当社製品を含む日本製電解コンデンサ用セパレータに対するアンチダンピング措置について、2013 年

４月 18 日に中国商務部のホームページで次の発表がありました。 

＊2007 年４月 17 日、商務部は日本原産輸入電解コンデンサ用セパレータにアンチダン

ピング税を課税することを決定した。徴収期間は 2007 年４月 18 日より起算して５年間と

する。 

＊2012 年４月 18 日、商務部は日本原産輸入電解コンデンサ用セパレータのアンチダン

ピング課税期間が満了したことに対し、中国国内の電解紙製造会社から継続を求める

申請があったことを受け、再審を行うことを決定した。 

＊2013 年４月 18 日、商務部は、アンチダンピング税徴収措置の実施を終止することによ

り、ダンピングおよびそれによる損害が引き続き発生し、または再度発生する恐れがあ

る可能性について調査し、今まで実施してきたアンチダンピング税徴収措置を引き続き

行うことを提案した。その結果、「中華人民共和国アンチダンピング条例」第 50 条およ

び国務院関税税則委員会の決定により、関連事項について、次の通り公告された。 

商務部 2007 年第 30 号公告による関税徴収範囲およびアンチダンピング税率（22％）

に従い、2013 年４月 18 日よりアンチダンピング税を徴収し、徴収期間は５年間とする。「中

華人民共和国アンチダンピング条例」第 53 条に従い、当該決定に不服の場合、行政再

審申請、または裁判所に訴訟を提起することができる。 

   ご参考：中国商務部ホームページ 

           http://gpj.mofcom.gov.cn/article/cs/201304/20130400093900.shtml 

当社は、過去よりダンピングを行った事実は一切なく、今回の裁定は極めて遺憾でありますが、2006 年

から行われたダンピング調査において常に事実に反する裁定が繰り返されたことを鑑み、本日開催の取締

役会において中国のアンチダンピング課税の行政再審申請および訴訟を提起しないことを決定しましたの

で、お知らせいたします。 

 

なお、本件による当期業績への影響につきましては、現段階では軽微と考えております。 

 

以上 


